
姫路市駐車施設附置条例の概要

徒歩と公共交通を中心とした
快適なまちづくりのために

令和８年度 改定



姫路市駐車施設附置条例とは
駐車施設附置条例とは、駐車場法（昭和32年法律第106号）に基づき、駐車需要が高

い商業地域、近隣商業地域、駐車場整備地区において路上駐車等を防止し、交通の円

滑化を図るため、一定規模以上の建築物を新築・増築・用途変更する場合に駐車場の

設置を義務付ける条例です。

姫路市では、昭和48年に『姫路市駐車施設附置条例』を制定、平成29年度には、「自

動車を抑制し、徒歩と公共交通を中心として快適に動けるまちづくり」を目指すため、改

正しています。

駐車施設が義務付けられる建築物とは

(1) 対象地区

商業地域、近隣商業地域、駐車場整備地区

(2) 対象規模 ※姫路市では、共同住宅は非特定用途と同じ対象規模とします

次の①から③のいずれかに該当する建築物を新築・増築・用途変更する場合

①特定用途（共同住宅を除く） の床面積 ＞ 1,000㎡

②非特定用途・共同住宅の床面積 ＞ 2,000㎡

③特定用途（共同住宅を除く）に供する部分の床面積＋非特定用途・共同住宅

に供する部分の床面積×0.5 ＞ 1,000㎡

本条例における「床面積」は、駐車施設及び駐輪施設に供する部分の面積を除きま

す。また、観覧場にあっては、屋外観覧席に供する部分の面積を含みます。

1

特定用途とは

特定用途・非特定用途について

非特定用途とは

自動車の駐車需要を生じさ
せる程度の大きい用途で、
駐車場法施行令第18条に
定められたもの。

自動車の駐車需要を生じさ
せる程度の小さい用途で、
特定用途以外の建築物をい
います。

具体的には、
劇場、映画館、演芸場、観
覧場、放送用スタジオ、公
会堂、集会場、展示場、結
婚式場、斎場、旅館、ホテ
ル、料理店、飲食店、待合、
キャバレー、カフェー、ナイト
クラブ、バー、舞踏場、遊技
場、ボーリング場、体育館、
百貨店その他の店舗、事務
所、病院、卸売市場、倉庫、
工場及び共同住宅をいいま
す。



どのくらいの駐車施設が
必要なのでしょう

特定用途（共同住宅を除く）に供する部分は150㎡につき１台、非特定用途・共同住宅に供する

部分は200㎡につき１台必要です。ただし、床面積が6,000㎡に満たない建築物については、緩和

措置があります。特定用途（共同住宅を除く）又は非特定用途・共同住宅だけの建築物の場合、

下記換算表のようになります。

非特定用途・共同住宅（6,000㎡までは133.33㎡に1台）特定用途（共同住宅を除く）
（6,000㎡までは125㎡に1台）

附置義
務台数
（台）

床面積
（㎡）

附置義
務台数
（台）

床面積
（㎡）

附置義
務台数
（台）

床面積
（㎡）

附置義
務台数
（台）

床面積
（㎡）

224,801～4,933.312,001～2,133.3223,626～3,75011,001～1,125

234,933.4～5,066.622,133.4～2,266.6233,751～3,87521,126～1,250

245,066.7～5,20032,266.7～2,400243,876～4,00031,251～1,375

255,201～5,333.342,401～2,533.3254,001～4,12541,376～1,500

265,333.4～5,466.652,533.4～2,666.6264,126～4,25051,501～1,625

275,466.7～5,60062,666.7～2,800274,251～4,37561,626～1,750

285,601～5,733.372,801～2,933.3284,376～4,50071,751～1,875

295,733.4～5,866.682,933.4～3,066.6294,501～4,62581,876～2,000

305,866.7～6,00093,066.7～3,200304,626～4,75092,001～2,125

以降 200㎡につき1台103,201～3,333.3314,751～4,875102,126～2,250

113,333.4～3,466.6324,876～5,000112,251～2,375

123,466.7～3,600335,001～5,125122,376～2,500

133,601～3,733.3345,126～5,250132,501～2,625

143,733.4～3,866.6355,251～5,375142,626～2,750

153,866.7～4,000365,376～5,500152,751～2,875

164,001～4,133.3375,501～5,625162,876～3,000

174,133.4～4,266.6385,626～5,750173,001～3,125

184,266.7～4,400395,751～5,875183,126～3,250

194,401～4,533.3405,876～6,000193,251～3,375

204,533.4～4,666.6以降 150㎡につき1台203,376～3,500

214,666.7～4,800213,501～3,625

※複合用途の建築物の場合は、換算表では算出できません。建築指導課のホームページに掲載してい

る計算書を用いて算出してください。
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このような場合には特例があります

建築物の構造、敷地の規模、周囲の状況等から判断して、建築敷地又は建築物内に

駐車施設を設置できない場合、以下の区分に応じて、それぞれに掲げる場所に駐車施

設を設けたときは附置したものとみなします。この場合、あらかじめ市長の承認が必要と

なります。

①内々環状道路網の区域内に建築物がある場合（下図左破線枠内）

(a) 内々環状道路網の区域内に駐車施設を設けるときは建築物の敷地からおおむね

250ｍ以内の場所

(b) 内々環状道路網の区域外に駐車施設を設けるときは建築物の敷地からおおむね

500ｍ以内の場所

②内々環状道路網の区域外に建築物がある場合、建築物の敷地からおおむね250ｍ

以内の場所（下図右破線枠外、商業地域・近隣商業地域も同じ）

次の建築物は駐車施設を設置する必要はありません。

(1) 建築基準法第85条に規定する仮設建築物

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学を除く。）

事務所の用途に供する部分の床面積が

10,000㎡を超える建築物については、逓減

率を乗じた面積を床面積とみなして、駐車

施設の台数を算出します。

内々環状道路網

駐車場整備地区

建築場所

設置可能範囲

逓減率事務所の用途に供する床面積

0.710,000㎡を超え～50,000㎡までの部分

0.650,000㎡を超え～100,000㎡までの部分

0.5100,000㎡を超える部分

【特例１】

【特例２】

【特例３】

内々環状道路網

駐車場整備地区

建築場所

設置可能範囲

（特例１ ①イメージ図） （特例１ ②イメージ図）
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届出について
この条例に基づいて駐車施設を設置する場合は、建築物の確認の申請書を提出す

る前に届出が必要です。届出には所定の様式（建築指導課のホームページからダウン

ロードできます。）に図書を添付して建築指導課に提出してください。

自動車の出入口を設置できない区域

本市では、大手前通りの一部の区間

を路線バス・タクシー以外の車両の進

入を終日禁じる「トランジットモール」と

し、歩行者に優しい道路空間への転換

を進めています。

このため、大手前通りの一部の区間

（右図）では、本条例による駐車施設の

自動車の出入口を設置できない区域と

しています。

自動車の出入口を
設置できない区域
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必要な駐車施設の台数のうち、５割は普通車用

に幅2.5ｍ以上×奥行5.5ｍ以上（うち、最低１台は

車いす利用者用に幅3.5ｍ以上×奥行6ｍ以上）と

し、残りは小型車用に幅2.3ｍ以上×奥行5ｍ以上

の駐車区画を確保してください。

駐車区画の大きさについて

幅3.5m×奥行6.0m幅2.5m×奥行5.5m

幅2.3m×奥行5.0m

改正後の条例は、令和8年（2026年）4月1日以降に工事着手するものに適用されます。



姫路市駐車施設附置条例届出手続き
建 築 指 導 課建 築 主

建築物及び駐車施設の立案

相 談

隔地駐車施設設置
承認申請書の提出

受 理

隔地駐車施設
不承認通知書

隔地駐車施設承認通知書

駐車施設設置届出書の提出（正・副2部） 受 理

届 出 書 の 副 本

※上記手続きは、当該建築物の確認の申請書を提出する前までに行う必要があり
ます。

申 請 書 の 作 成

建築敷地、建築物内に
駐車施設を設ける場合

隔地駐車施設の場合

審 査

不 承 認 承 認

ここに掲載した内容及び詳細については、下記部署までお問い合わせください。

姫路市役所
建築指導課（届出の手続きに関すること）

都市計画課（条例に関すること）

〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
079-221-2546（建築指導課）
079-221-2534（都市計画課）

姫路市 附置条例 検索ホームページ

必要に応じて

5 令和8年（2026年）4月版


